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   私立高等学校等授業料等減免等事業における授業料減免補助制度の拡充について 

  このことについて、県内の高等課程を置く私立専修学校のうち、教育に係る経済的負担が大きい低所

得世帯（年収 350万円未満相当の世帯）にある生徒のより一層の負担軽減を図ることを目的として、従

来の補助制度を拡充し、平成 31年度当初予算に所要額を計上いたしました。 

  当該補助事業は、私立高等学校等授業料等減免等事業補助金交付要綱の規定に基づき、学校法人が行

う授業料等の減免に係る経費に対し、その一部を補助するものとなりますので、各設置者におかれまし

ては、制度の円滑な実施に向け、関係諸規定の改正について検討いただくなど、特段の御配慮をお願い

いたします。 

  おって、補助金交付事務に係る具体のスケジュール等については、別途文書等によりお示しする予定

であることを申し添えます。 

記 

送付資料 

 ・私立高等学校等授業料等減免等事業における授業料減免補助制度の拡充 

 ・私立高等学校等授業料等減免等事業補助金交付要綱(案) 

・私立高等学校等授業料等減免等事業補助金事務取扱要領(案) 
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